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第２章 成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題 

「人材への投資による生産性向上」を実現するため、働き方改革を推進するとともに、

投資やイノベーションの促進を図る。持続的な経済成長を実現するため、消費の活性化

を図る。地方創生、中小企業支援を進め、安全で安心な暮らしと経済社会の基盤を確保

する。 

具体的には以下の取組を進める。 

 

１．働き方改革と人材投資を通じた生涯現役社会の実現 

労働生産性を上げ、成長と分配の好循環を加速するため、働き方改革の取組を速やか

に実行していくとともに、未来への先行投資として、人材への投資を強化し、生涯現役

社会の実現を目指す。 

 

（１）働き方改革 

総理が議長となり、労働界と産業界のトップが参加した働き方改革実現会議において

合意を経て取りまとめられた「働き方改革実行計画」1に忠実に従って働き方改革を推進

する。法改正が必要な事項については、早期に法案を国会に提出する。改正法の施行に

当たっては、本制度改正は中小企業をはじめ企業活動に与える影響が大きいものとなる

ため、十分な法施行までの準備期間を確保する。 
 

（３）少子化対策、子ども・子育て支援 

社会保障における世代間公平の確保を目指し、全世代型社会保障の実現に取り組む。

そのため、待機児童解消や子供の貧困対策を含め、少子化対策・子育て支援を拡充する。 

引き続き企業主導型保育事業の活用等も図りつつ、多様な保育の受け皿を拡充し、待

機児童の解消を目指すとともに、各自治体における状況等も踏まえて子育て安心プラン

に基づき、安定的な財源を確保しつつ、取組を推進する。 

保育人材を確保するため、保育士2の処遇改善に加え、多様な人材の確保と人材育成、

生産性向上を通じた労働負担の軽減、さらには安心・快適に働ける環境の整備を推進す

るなど総合的に取り組む。また、子ども・子育て支援の更なる「質の向上」を図るため、

消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく。 

結婚の希望の実現に向けた支援を行うとともに、妊娠期から子育て期まで切れ目なく、

多胎児も含めて子育てを支援する体制を拡充する。不妊治療に係る相談機能等の充実や、

地域全体で子供たちの学びや成長を支える活動の推進や小児・周産期医療提供体制の充

実、医療的ケア児の支援に取り組むほか、病児保育を推進する。また、空き教室等を活

用し、放課後児童クラブや放課後子供教室等の整備を進める。 

                                            
1 「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定） 
2 子ども・子育て支援新制度の下での認定こども園及び幼稚園等の職員に係るものを含む。 
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世代を超えた貧困の連鎖をなくすための取組として、子供の居場所づくりや学習支援、

特別養子縁組や里親など社会的養育の推進、ひとり親家庭支援、配偶者暴力被害等困難

を抱えた女性とその子供への支援、国民運動の展開や地域ネットワークの形成など子供

の貧困に対する社会全体の取組支援、児童相談所の設置促進など児童虐待防止対策等に

取り組む。 

 

５．安全で安心な暮らしと経済社会の基盤確保 

（３）共助社会・共生社会づくりに向けた取組 

成果志向の事業遂行を促進する社会的成果（インパクト）評価の推進や民間資金の活

用により、社会的課題解決の取組に民間の人材や資金を呼び込むとともに、寄附文化醸

成に向けた取組の推進やＮＰＯの活動などを通じ、活力あふれる共助社会づくりを推進

する。休眠預金等の活用に向け、来春を目途に基本方針を策定する。 

性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け

入れる環境づくりを進め、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地

域共生社会を実現する。市町村における地域住民と行政等との協働による包括的な支援

体制の整備を推進するとともに、介護保険制度と障害福祉両制度に新たに位置付けられ

た共生型サービスを推進する。見直しが予定されている自殺総合対策大綱に基づき自殺

対策を推進する。 
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第３章 経済・財政一体改革の進捗・推進 

３．主要分野ごとの改革の取組 

（１）社会保障 

④ 健康増進・予防の推進等 

個人・患者本位で最適な健康管理・診療・ケアを提供する基盤として、健康・医療・

介護のビッグデータを連結し、医療機関や保険者、研究者、民間等が活用できるように

するとともに、国民の健康管理にも役立てる「保健医療データプラットフォーム」や、

自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、必要なデータを収集・

分析するためのデータベースについて、2020 年度（平成32 年度）の本格運用開始を目

指す。 

健康なまちづくりの視点を含め、市町村国保のデータヘルスの取組を推進するととも

に、国保の保険者努力支援制度や都道府県繰入金の活用を促すことにより、国保のイン

センティブ措置を強化する。後期高齢者支援金の加算・減算制度について段階的に法定

上限（±10％）まで引き上げるなどの見直しにより、インセンティブを強化するととも

に、全保険者の特定健診・保健指導の実施率を2017年度（平成29年度）実績から公表

する。 

産業医・産業保健機能の強化や健康経営を担う専門人材の活用促進を図りつつ、企業

が保険者との連携を通じて健康経営を促進し、健康増進・予防づくりにおける優良事例

の全国展開を図る。 

また、健康増進の観点から受動喫煙対策を徹底する。疾病予防・重症化予防を推進し、

重症化予防等に向けた保健事業との連携の観点から、診療報酬を検討する。口腔の健康

は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護

者に対する口腔機能管理の推進など歯科保健医療の充実に取り組む。 

がんとの闘いに終止符を打つため、がんの一次予防の推進、二次予防であるがん検診

の内容の見直しの検討や受診率の向上を図るとともに、がんのゲノム情報や臨床情報等

を集約し、質の高いゲノム医療を提供する体制（がんゲノム医療推進コンソーシアム）

の構築を進め、がんの免疫療法等の革新的治療法や診断技術等の開発を行う。また、患

者の視点からの情報提供に配慮した質の高い治験・臨床研究の体制の充実を図る。 

アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症に関する実態を踏まえ、民間

団体の活動しやすい環境整備を含めた相談・治療体制の整備を推進する。 

 

⑤ 平成30年度診療報酬・介護報酬改定等 

人口・高齢化の要因を上回る医療費の伸びが大きいことや、保険料などの国民負担、

物価・賃金の動向、医療費の増加に伴う医療機関の収入や経営状況、保険財政や国の財

政に係る状況等を踏まえつつ、診療報酬改定の在り方について検討する。 

医療機関の地域連携強化に向けたこれまでの診療報酬改定内容を検証するとともに、

地域医療構想の実現に資するよう病床の機能分化・連携を更に後押しするため、患者の
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状態像に即した適切な医療・介護を提供する観点から、報酬水準、算定要件など入院基

本料の在り方や介護医療院3の介護報酬・施設基準の在り方等について検討し、介護施設

や在宅医療等への転換などの対応を進める。 

医療・介護の連携強化に向けて、診療報酬・介護報酬の両面から対応する。自立支援

に向けた介護サービス事業者に対するインセンティブ付与のためのアウトカム等に応じ

た介護報酬のメリハリ付けや、生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準の緩和

やそれに応じた報酬の設定及び通所介護などその他の給付の適正化について、関係審議

会等において具体的内容を検討し、2018年度（平成30年度）介護報酬改定で対応する。 

また、改正障害者総合支援法4の施行に向けて、新しく創設するサービス等の具体的内

容を検討し、2018年度（平成30年度）障害福祉サービス等報酬改定で対応する。 

 

⑥ 介護保険制度等 

介護ニーズに応じた介護サービスを確保し、地域包括ケアを推進する。保険者機能の

強化に向けた財政的インセンティブの付与の在り方について、地方関係者等の意見も踏

まえつつ、改正介護保険法5に盛り込まれた交付金の在り方を検討し、早期に具体化を図

るなど、自立支援・重度化防止に向けた取組を促進する。あわせて、調整交付金の活用

についても検討する。また、介護医療院について、介護療養病床等からの早期転換を促

進するための報酬体系・施設基準を設定する。一人当たり介護費用の地域差縮減に向け

て、介護費や認定率の地域差や個別の自治体の取組を「見える化」するとともに、好事

例の全国展開を図る。 

介護人材の確保に向けて、これまでの介護人材の処遇改善等に加え、多様な人材の確

保と人材育成、生産性向上を通じた労働負担の軽減、さらには安心・快適に働ける環境

の整備を推進するなど総合的に取り組む。 

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の実現等により、認知症の人やその介

護を行う家族等への支援を行う。このため、発症予防から初期、急性増悪時、人生の最

終段階という認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等が提供される循環型の仕

組みの構築を目指し、認知症初期集中支援チームの設置、認知症疾患医療センターの整

備及び地域包括支援センターとの連携の強化その他必要な施策を推進する。また、地域

包括支援センターの強化、認知症サポーターの養成・活用、生活機能障害リハビリの開

発・普及、家族支援の普及、成年後見制度の利用促進など総合的に取り組む。 

 

 

                                            
3 2017年（平成29年）の介護保険法改正により創設される介護保険施設。慢性期の医療・介護ニーズへの対応のための

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」などの医療機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施

設 
4 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成28年法

律第65号） 
5 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（平成29年法律第52号） 

HSLXP
タイプライターテキスト
７




